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フィリピン日系 ｢帰還｣ 移民の生活・市民権・アイデンティティ
質問票による全国実態調査結果 (概要) を中心に
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要 約

日本には現在､ 40万人前後の外国籍の日系人とその家族が暮らしているが､ この中には近隣アジア諸

国から ｢帰還｣ した日系人もいる｡ その中でも近年､ 急増したフィリピン日系人 (戦前期フィリピンへ

の日本人移民の子孫) について､ 筆者たちは2008年12月から2009年３月にかけて､ 彼らの生活・市民権・

アイデンティティなどを探る質問票配布による全国実態調査を実施した｡ その結果､ 日本での滞在長期

化・定住化が進み､ 永住権や日比の二重国籍の保有者が増加傾向にあることが示唆された｡ 世界の日系

人社会の中でも特異な ｢世代格上げ｣ が広がり､ 合法的に就労する４世が増えている実情も判明した｡

さらに､ フィリピンと日本の両方を ｢祖国｣ と認識する回答者が３割を超えるなど､ ダブル・アイデン

ティティの持ち主が少なくないこともわかった｡

キーワード：フィリピン日系人､ 市民権､ アイデンティティ､ 世代 ｢格上げ｣

(研究論文３)

飯島 真里子
(上智大学一般外国語教育センター講師)

大野 俊
(九州大学アジア総合政策センター長／教授)
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１. はじめに
グローバリゼーションの進展に伴う国際移民

の激増は､ これまでの ｢国民国家｣ モデルにほ

ころびをもたらしている｡ たとえば､ 労働力不

足の時代に外国人労働者を多数受け入れた西欧

諸国､ 現在も多数の移民を受け入れ続けている

米国､ オーストラリア､ カナダなどの移民国で

は､ 永住権や新たな国籍の取得､ 出自国の国籍

放棄や複数国籍者の激増など市民権をめぐる問

題が複雑化している｡ それに伴って､ 彼らの市

民権 (国籍､ 永住権など) とナショナル・アイ

デンティティが乖離するケースも数多く現われ､

アイデンティティの ｢脱領土化｣ (������

�������	�
�����) が各国で問題になっている｡１

それでは､ ニューカマーを中心に定住外国人

が増加の一途を辿る日本では､ 市民権とアイデ

ンティティの乖離やそれにまつわる問題はない

のだろうか｡ 近年､ 激増した日本定住のフィリ

ピン日系人のアイデンティティ､ 市民権などの

実態を明らかにすることによって､ この問題の

一端を探究するというのが本論考の趣旨で

ある｡

1990年の出入国管理及び難民認定法 (以下､

｢入管法｣ と略) 改定施行後､ 日本に ｢帰還｣

もしくは ｢還流｣ した日系人が激増し､ 現在､

40万人近い日系人とその家族が日本で暮らして

いるとみられる｡２ その中で30万人余りと突出

して数が多いブラジル日系人に関しては､ 彼ら

のコミュニティ形成､ 就労､ 生活､ 子弟教育な

どの実態についての調査が社会学・文化人類学・

教育学の分野でいくつも行われている｡ だが､

それも定住化に伴う彼らのアイデンティティの

変容を解明する研究成果は､ 文化人類学者が行っ

た参与観察によるエスノグラフィーなどを除き､

まだ本格的なものはない｡３

2000年ごろから来日が急増したフィリピン日

系人については､ 戦前・戦中生まれの二世たち

の戦後の家族離散､ 日系人ゆえの迫害といった

悲劇がマスメディアで頻繁に取り上げられたこ

ともあり､ ノンフィクションや生活史などの研

究が多く､ 日本に ｢帰還｣ した日系人のアイデ

ンティティ・市民権に関連する包括的調査はま

だなされてない｡４ このため､ 筆者２人は2008

年12月から翌年３月の間､ 支援の民間団体など

の協力を得ながら､ 日本在留フィリピン日系人

の生活や就労の実態・アイデンティティなどの

実情を探る質問票配布による本格的な全国調査

を実施した｡

本稿では､ 戦後の日比間の日本人・日系人の

移動とフィリピン日系人社会を概観したのち､

研究の蓄積がある日本定住ブラジル日系人との

比較も行いながら､ 質問票調査の単純集計など

による分析結果の概要を報告する｡ そこでは､

日本で暮らすフィリピン日系人の来日目的､ 家

族状況､ 就労実態､ 市民権 (在留資格､ 国籍な

ど) などについて考察する｡ さらに､ 国籍・在

留資格・意識調査の年齢別のクロス集計をもと

に､ フィリピン日系人のトランスナショナルな

アイデンティティの形成について論じる｡

なお､ 本稿で議論する ｢フィリピン日系人｣

とは､ アジア太平洋戦争終了時までにフィリピ

ンに渡った日本人移民の子ども・孫などの子孫

を指している｡５
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１ 市民権とナショナル・アイデンティティの乖離を示す極端な事例としては､ アイルランド系アメリカ人による北アイルランドの反政府民兵組
織 ｢アイルランド共和軍｣ (���) への支援活動､ パキスタン系イギリス人によるロンドンでの爆破テロ活動､ ユダヤ系オーストラリア人のイ
スラエル軍志願兵としてのレバノン攻撃参加などが挙げられる｡

２ 法務省入国管理局 (2009�) の調べでは､ 2008年末時点で日本にはブラジル人 (31万2582人)､ ペルー人 (５万9723人) を合わせて37万2305名
が在留している｡ ブラジル､ ペルー人の大多数は日系人及びその配偶者である｡ アジアからの日系人は､ 推定１～２万人のフィリピン日系人
とその配偶者以外､ インドネシア日系人らが出稼ぎ移民として日本に滞在している｡ よって､ 日本で暮らすブラジル､ ペルー､ フィリピン､
インドネシアの日系人を合算すると約40万人になる｡ さらに､ 日中国交正常化後に永住帰国や渡日をした ｢中国帰国者｣ (中国残留日本人孤
児・婦人とその子孫) も ｢日系人｣ の範疇に加える見方もある｡ その場合､ 在日の日系人は50万人前後となる｡

３ 日本で暮らす日系ブラジル人に関する研究成果としては､ 渡辺雅子編 『共同研究出稼ぎブラジル人』 上下 (明石書店､ 1995年)､ 小内透・酒
井恵真編 『日系ブラジル人の定住化と地域社会の変化』 (御茶の水書房､ 2001年)､ 梶田孝道ら 『顔の見えない定住化 日系ブラジル人と国
家・市場・移民ネットワーク』 (名古屋大学出版会､ 2005年)､ �������������(���)��������� !"�#"$�%&�"�'()�*���+�,��-�.���+��'
/���+��0�"��.�+$ (123�4��5������6�����2003) などがある｡ 他に､ 人類学者が日本で工場労働者になって参与観察した��3��23���2��の
�0��� ��+��0��70����#"$�.��'()�*���+�,��-�.���8�09��:� ��0�"���/���+��0�"��.;��+*��0�<�(=�	2>?��4��5������6�����2003) など
もある｡

４ 日本在留のフィリピン日系人の属性､ 生活などの実態については､ @6A法人 ｢フィリピン日系人リーガルサポートセンター｣ が2005年に実施
のアンケート調査を踏まえての報告書 『フィリピン日系人支援の方策についての研究 両国におけるアンケート調査を通じて』 (河合編�
2006) が唯一の量的調査資料としてある｡ この調査では､ 全国各地の日系人雇用か雇用の可能性のある全国の企業128社などを通じて､ 1130
通の調査票を送り､ 有効回答数は130｡ この内訳は､ 二世が１名､ 三世が100名､ 四世が25名､ 不明４名だった｡



２. フィリピン日系人社会の形成経過と､
市民権・アイデンティティの課題

フィリピン日系人の日本 ｢帰還｣ や彼らのア

イデンティティを論じるにあたって､ フィリピ

ンにおける日系人の形成と彼らが歩んだ歴史を

把握しておく必要がある｡ 日系人の誕生から今

日に至る経過を､ 以下､ 簡単に紹介する｡

明治期以降でフィリピンへの日本人の集団的

移住は ｢ベンゲット移民｣ を嚆矢とする｡ 当時

のアメリカ植民政府が始めたルソン島北部のベ

ンゲット道路建設の工事には1903年以降､ 延べ

約2800人が従事した｡ 1905年の道路完工後はそ

の一部がミンダナオ島東部のダバオ地域に移っ

て､ 船舶ロープなどの材料になるマニラ麻 (ア

バカ) 栽培やその関連産業に従事した｡ やがて､

ダバオはマニラ麻産業の世界的なセンターにな

り､ 良質な労働力の不足から､ 沖縄や九州各地

など西日本を中心に多数の日本人労働者が入植

した｡ 戦時下の1943年時点で在留邦人はダバオ

で19000人余り､ フィリピン全土では約３万人

を数え､ 東南アジア最大の日本人社会が形成さ

れた (大野�2008：722‒25)｡

フィリピンへの初期の日本人移民は男性が圧

倒的に多く､ 滞在の長期化に伴って地元フィリ

ピン女性との結婚や同棲が相次いだ｡ この結果､

千人単位の日比混血の日系二世が誕生したが､

日本の役所に結婚届けや出席届けが提出されず､

事実上 ｢私生児｣ 扱いのケースも多かった｡ フィ

リピン政府の1939年の調査では､ 全土で把握さ

れた日比混血二世2�358人のうち､ 1�618人が

｢フィリピン市民｣､ 740名が ｢日本市民｣ と報

告されている (�����������	�
���

�

��	��

�����	
�
�1941�465)｡

しかし､ 二世の多くはその国籍に関わらず､

ダバオを中心にフィリピン全土で十数校あった

日本人小学校で教育を受け､ ｢大和魂｣ を植え

つけられた｡ その結果､ 太平洋戦争勃発後はフィ

リピンを占領した日本軍に軍人・軍属として徴

兵・徴用され､ ｢大日本帝国｣ の建設に貢献し

た｡ しかし､ 日本の敗戦によって､ 日本の ｢南

進のモデルケース｣ と言われたダバオはじめ各

地の日本人コミュニティは壊滅した｡

フィリピンを再占領した米軍の日本人引き揚

げ政策には､ 日本人を伴侶とするフィリピン人

女性やその子供たちについては明確な規定を設

けなかったとみられ､ 現地生まれの二世は日本

への ｢引揚げ組｣ とフィリピンでの ｢残留組｣

に分かれた｡ 日本人移民と ｢純血｣ の子どもた

ちは日本へ引揚げ､ フィリピン人妻とその子供

(日系二世) はフィリピンに残留したケースが

大半だった｡ 戦前までフィリピンで平和な生活

を営んでいた日比カップルの家族は､ 日本の敗

戦という結末に伴って､ 日本人の夫や父親､ あ

るいは兄弟や姉妹の日本への引揚げという移動

(戦後第一の日比間移動) によって､ 日比両国

に引き裂かれた (大野�1991；大野�2008：

739‒44)｡

フィリピンに残留したフィリピン人妻と日系

二世は､ 戦後のフィリピン人社会における根強

い反日感情の中で､ 日本人の夫や父親との関わ

りがあったことを長く隠しながら生き抜いてき

た｡ 日系二世においては､ 名前をフィリピン人

の母ら親族の姓に改名する､ または日本人の姓

名をフィリピン風に変更するなどして､ 日本人

の子供であることを伏せる ｢アイデンティティ

隠し｣ が広範に行われた｡

フィリピン人の反日感情が次第に癒えてきた

1960年代後半から80年代にかけては､ 日系二世

が中心となって相互扶助や日本に支援を求める

日系人会がフィリピン各地で組織され､ 1992年

には ｢フィリピン日系人会連合会 (���

���������	�����������	�����������	�
)｣ と

いう全国組織が結成された (大野�2007)｡

1990年施行の入管法改定により､ 外国籍の日

系二世・三世とその配偶者に対して ｢定住者｣

資格が付与され､ 日本において職種制限のない

就労の機会が与えられた｡ これ以降､ ブラジル

など南米からの日系人の日本への出稼ぎが本格

化する｡ だが､ フィリピン日系二世の場合は､

戦後の身元隠しが行われたことなどに伴って､

父親の戸籍をはじめ ｢日系人証明｣ のための公

的文書を探し出す作業が必要であり､ 当初は日

本に働きに行けない日系人が大半だった｡ その

後､ 彼らが抱える問題を ｢戦後未処理問題｣ と

フィリピン日系 ｢帰還｣ 移民の生活・市民権・アイデンティティ
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５ 筆者の質問票調査の回答者の中には､ 近年､ 急増した日比国際結婚で生まれた ｢新フィリピン日系人 (新二世)｣ が少数ながら含まれる｡ 本
稿の第３節第２項を参照｡



みなす日本人弁護士､ 民間団体などの活発な支

援を得て､ 日本人の父祖の戸籍探しが進み､ 戸

籍判明率は1995年の31％から2005年には63％ま

で大幅に上がり､ 日系人全体の６割強について

父祖の戸籍が見つかった｡ この過程で､ フィリ

ピン日系人会連合会は､ 自らを ｢フィリピン残

留日本人｣ と呼ぶ ｢認知の政治｣ (����������

	
���������) を始め､ 中国残留日本人に対する

のと同様の日本政府の手厚い支援に期待した

(大野
2007：85‒90；����
2007)｡ 彼らの運

動は部分的に功を奏し､ 外務省は彼らの日本で

の戸籍特定につながるデータ収集のためのフィ

リピン全国調査の費用を負担した｡

2003年には日本の弁護士ら市民､ 企業が中心

となって���法人 ｢フィリピン日系人リーガ

ルサポートセンター｣ (事務局・東京都新宿区)

が組織され､ ｢フィリピン残留日本人｣ の身元

捜し､ ｢就籍｣ 支援などが始まった｡ 就籍とは､

戸籍がなかったり､ 戸籍の所在を特定できない

者が日本人である証拠書類を揃えて日本の家庭

裁判所に申し立てをし､ その認定を得たうえで

本籍を定めて自分の戸籍を新たにつくる法的手

続きのことである｡ もともと､ 日本で身元不明

の中国残留日本人孤児たちが ｢日本人｣ である

ことを証明するために用いた手段である｡ 就籍

が認可された二世たちは､ 日本で自分の戸籍を

創り､ ｢日本国民｣ となった｡６

以上のような複雑な経過を経て､ ｢日系人証

明｣ ができたフィリピン日系人たちの日本への

｢逆流｣ が2000年代に入って本格化した｡ 彼ら

にとっての日本出稼ぎは､ 家族離散や周囲の反

日感情の後遺症などに伴う社会的転落から一家

の生活を立て直す大きなチャンスとなった｡

このように､ フィリピン日系人の日本への移

動は経済的移民としての現象だけではなく､

｢帝国日本｣ の崩壊に伴ってフィリピンに残っ

た日本人・日系人の戦後問題の文脈でも理解す

る必要がある｡ 彼らの ｢残留性｣ は､ ブラジル

ではポルトガル語辞書に掲載されている ｢デカ

セギ｣ という言葉がフィリピン日系人の間では

ほとんど定着しておらず､ 日本人子孫を意味す

る ｢�����
�
�
��
�����｣ と自らを呼ぶことか

らもうかがえる｡ 戦後の引揚げ政策の網からこ

ぼれ落ちた ｢フィリピン残留日本人｣ とその末

裔たちは､ ｢日系人｣ という法的地位を利用す

ることによって ｢祖国帰還｣ を果たし､ ｢戦後

第二の日比間移動｣ が日系人社会で加速するこ

とになった｡

３. 日本在留フィリピン日系人の調査結果
概要

� 調査方法
フィリピン日系人は現在､ 日本全国に散らばっ

て居住し､ 組織化が進んでいない｡ このため､

本調査では､ 多数の日本在留フィリピン日系人

とコネクションがある���法人 ｢フィリピン

日系人リーガルサポートセンター (�����)｣

(事務局・東京) と､ 数百人のフィリピン日系

人を雇用する総合人材派遣業 ｢クオリティージャ

パン｣ 豊橋営業所 (愛知県豊橋市) の協力を仰

いだ｡ 主にこの２者を通じて､ 2008年12月から

2009年３月末までの間に全国の日系人に質問票

を配布し､ 回収した｡ 大多数のフィリピン人は

日常会話はフィリピノ語､ 学校での教育は英語

という複数言語環境で生活しているため､ 質問

票はフィリピノ語版と英語版を用意し､ 回答し

やすい言語で答えてもらった｡ 配布した質問票

は計1077通で､ このうち216通を回収した｡ こ

のうち４名はフィリピン日系人の配偶者 (非日

系人) であることが判明し､ 有効回答から除外

した｡ 有効回答者は計212名で､ うちフィリピ

ノ語での回答が144名､ 英語での回答は68名で

あった｡７

� 世代・年齢・出身地
日本在住フィリピン日系人の数は､ 一説に１
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６ フィリピン日系人リーガルサポートセンター (2010) の調べでは､ 2006年から３年間で119名のフィリピン日系二世が就籍許可の申し立てを
東京家庭裁判所に対して行い､ うち38名が就籍の許可を得て､ 日本国籍を ｢回復｣ した｡

７ 質問票の配送・回収は､ 以下の４ルートを通して実施した｡
① ｢フィリピン日系人リーガルサポートセンター (�����)｣ の会員である日系人に郵送で配布 (87名) した｡ さらに､ �����を通じての依
頼で日本フィリピン企業協議会 (以下､ ｢����｣ と略) に登録の企業が雇用する日系人 (計910名) にも配布し､ 計126名から回収した｡

② 2008年12月末､ �����などの主催で都内において日系人向けに開かれた催しの会場で､ 調査票の直接配布し､ 10名から回収した｡
③ クオリティージャパン豊橋営業所の協力のもと､ 2009年１月､ 同営業所の派遣先企業や同営業所経営の日系人宿舎を訪問し､ 質問票を日
系人に直接配布 (90名) し､ 70名より回収した｡

④ 筆者の個人的ネットワークで､ 知人の日系人にインターネットを通じて質問票を送付し､ 10名より回収した｡



万～２万人と言われるが､ 法務省が ｢日系人｣

という範疇で統計を取っていないため､ 正確な

数字はわかっていない｡ 法務省入国管理局

(2009�) が発表の外国籍登録者数によると､

2008年12月時点で､ フィリピン国籍者は

210�617人 (全外国人登録者数の9�5％) で､ 在

留資格別では ｢永住者｣ 75�806人､ ｢定住者｣

35�717人となっている｡ 外国籍日系人の大多数

は､ これに ｢日本人の配偶者等｣ を合わせた３

種類いずれかの在留資格で､ 日本で暮らしてい

る｡

しかし､ 日本在留フィリピン人の場合､ 戦後

の日比間の国際結婚が万単位と多く､ 近年生ま

れた ｢新日系人｣ も多い｡ また､ ｢定住者｣ に

は ｢日本人との子を養育するフィリピン人シン

グルマザー (日本人夫との間に子どもをもうけ

た後､ 離婚ないし別居し､ 親権を得て日本で子

どもを養育)｣ や ｢日本人と結婚したフィリピ

ン人の連れ子｣ も含まれ､ 在留日系人とその家

族の正確な数を把握するのは不可能なのが実情

である (河合編�2006：16)｡

本調査でデータが得られた有効回答者212名

のうち男性91名 (42�9％)､ 女性121名 (57�1％)

であり､ 年齢別の内訳を見ると､ 回答者の最少

年齢は17歳､ 最高年齢は79歳で､ 20歳代から50

歳代までの各年代が50名前後と大半を占める

(表１)｡ また､ 世代別に見ると､ 三世が138名
(65�1％) と圧倒的に多く､ 続いて四世39名

(18�4％)､ 二世19名 (9�0％) と続く (表２)｡
戦争を経験した二世たちは60歳代後半以上と高

齢化しており､ 体力的・精神的にも日本で新た

な生活を始めることが困難であるため､ 稼ぎ手

となる20代～50代の三世・四世が日系 ｢帰還｣

移民の大多数を占めている｡

各世代にどのような年代が集中しているのか

を明らかにするため､ 世代を年齢別に集計した｡

以下の表３に示されているように､ 各世代とも
年齢層にかなり幅がある｡ ｢二世｣ との回答者

19名の中には､ 10～20歳代の若者が４人いた｡

これは､ 戦後､ 特にフィリピン人エンターテイ

ナーの来日が盛んになった1980年代以降に急増

した日比国際結婚の子ども､ いわゆる ｢新日系

人｣ と考えられる｡ また､ 40～50歳代の二世

(12人) の中には､ ｢世代格上げ｣ によって ｢法

的二世｣ になった実質三世が含まれる可能性が

ある｡

世代の格上げ (あるいは ｢繰上げ｣) とは､

日系二世が日本人の親 (一世) の戸籍をもとに
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世代／年齢
(歳)

17－19 20－29 30－39 40－49 50－59 60－69 70以上 無回答 計

二 世 1 3 0 4 8 1 2 0 19

三 世 2 21 26 42 39 7 1 0 138

四 世 2 24 12 1 0 0 0 0 39

無 回 答 0 2 3 4 5 0 0 2 16

計 5 50 41 51 52 8 3 2 212

表３ 年齢別の世代構成

年齢(歳) 17－19 20－29 30－39 40－49 50－59 60－69 70以上 無回答 計

人数 5 50 41 51 52 8 3 2 212

表１ 年齢別分布

世 代 二 世 三 世 四 世 無回答 計

人 数 19 138 39 16 212

表２ 世代別分布



して自分が戸主になる独立した戸籍を作成する

ことで法的に ｢日本国民｣ あるいは ｢一世｣ に

なり､ その子孫たちも法律上､ １世代ずつ繰り

上がることを指す｡ つまり､ 血統的には三世で

あっても､ 日本に入国する際には法的に二世扱

いとなる｡ こうした集団的運動は､ 世界各国の

日系人の中でもフィリピン日系人社会だけで顕

著に起きている特異なものだが､ これに ｢新日

系人｣ の増加が加わって､ 世代と年代が複雑に

交錯する事態になっている｡ ｢世代格上げ｣ の

実態調査の結果は後述する｡

日本在住フィリピン日系人の中で最も多い三

世は40～50歳代､ それに続いて多い四世は20～

30歳代が中心的な年代である｡ 一方､ 年代に注

目してみると､ 20歳代と30歳代においては三世

と四世が混在していることがわかる｡

日系人たちは､ 世代の ｢格上げ｣ を英語で

｢���������｣ と表現し､ 三世から二世に繰り上

がった者を ｢格上げ二世｣ (������	�
��	�)､

四世から三世に繰り上がった者を ｢格上げ３世｣

(������	�����	�) と呼ぶ｡ 今回の調査では､

回答者の31
1％ (66名) が ｢格上げ｣ しており､

格上げ現象が二世・三世ばかりではなく､ 四世

の間にも広がっていることが明らかとなった

(表４参照)｡
1990年施行の日本の改正出入国管理法では､

日系二世・三世とその伴侶に ｢定住者｣ 査証が

付与されて日本で職種に制限なく就労できるこ

とが明文化されたが､ 成人の日系四世が入国す

る際には定住者資格は今も与えられない｡ しか

し､ 実質四世が法的に三世に ｢格上げ｣ されれ

ば､ 日本であらゆる職種での就労が可能となる

(大野�2007：88‒93；�����2007：252‒54)｡

回答した三世の34
1％がすでに50歳代以上で､

リタイア年齢に近づきつつあり､ 体力の衰えか

ら､ まだ10代後半から20歳代の自分の子供たち

(四世) に日本で合法的に就労できる権利を世

代格上げによってバトンタッチしつつあると考

えられる｡

フィリピンの出身地方別で見ると､ ミンダナ

オ島が全体の52
8％ (112名) を占め､ ルソン

島出身者が34
9％ (74名)､ ビサヤ諸島11
3％

(24名) と続く (表５)｡ ミンダナオ島とルソン
島の出身者が多い理由としては､ 両島には戦前

期に大きな日本人社会が存在し､ ダバオ (ミン

ダナオ島) やバギオ (ルソン島) には多数の日

比カップルが誕生したことが挙げられる｡ 特に

ダバオ出身の回答者が多いのは､ 戦前期に東南

アジア最大の日本人・日系人社会が形成された

ことに加え､ 今回の調査票配布に協力してくれ

た企業やその団体がダバオの日系人会と関係が

深い事情がある｡

� 日本における市民権
二世が日系人証明をするには､ フィリピンに

渡った日本人移民の父親の戸籍に､ その子供と

して自分の名前が登載されていることなどが必

要となる｡ 戸籍に名前が載っていない場合には､

九州大学アジア総合政策センター【紀要】第４号

研究論文３

40

地 域 ミンダナオ島 ルソン島 ビサヤ諸島 ミンドロ島 無回答 計

人 数 112 74 24 1 1 212

(注) ルソン島出身者のうち､ 11名は出身地を ｢マニラ首都圏｣ と回答した｡

表５ フィリピンにおける出身地域

年齢 (歳) 17－19 20－29 30－39 40－49 50－59 60－69 計

格上げ二世
(実質三世)

0 5 6 11 18 4 44

格上げ三世
(実質四世)

2 11 9 0 0 0 22

計 2 16 15 11 18 4 66

表４ ｢世代格上げ者｣ の世代別分布



フィリピンで両親の結婚証明書､ 自分の出生証

明書などを揃えて父親の戸籍がある自治体に届

けて戸籍への追加登載の手続きをするケースが

多い｡ 戸籍を見つけることができない場合には､

｢就籍｣ などの法的手続きを取る二世が増えて

いる｡ こうした二世の中には､ 日本国籍を取得

した者もいる｡

表６では､ 年齢別に国籍の分布を示した｡ 年
齢についての質問では未回答者が２名あり､ 年

齢を変数としたクロス集計の合計は210名であ

る｡ 国籍の設問では､ ｢日本｣ と ｢日本とフィ

リピン｣ (二重国籍)８との回答者は合わせて18

名であった｡ このうち ｢日本｣ と答えた３名は

10～20歳代で､ ｢新日系人｣ とみられる｡ 二重

国籍保有者に関しては､ 14名中10名が定住者､

２名が永住者の在留資格をそれぞれ保有してい

る一方で､ ２名が査証なしで (つまり､ 日本人

として) 日本に滞在していた｡ 日本国籍を有し

ながら査証で日本に滞在している日系人の中に

は､ 日本入国後に日本国籍を取得したケースが

あることが筆者の聞き取り調査からわかって

いる｡

�����による2005年の日本在留フィリピン

日系人調査では､ 回答者 (２～４世の130名)

のうち日本国籍保有者は2�3％にすぎなかった｡

この調査では､ ｢日系人｣ ＝ ｢日本国籍｣ と誤

解して回答した者が若干含まれ､ ｢国籍不明｣

(4�6％) に分類された (河合編�2006：61)｡

二重国籍者の内実はさらなる吟味が必要だが､

聞き取り調査結果を加味して総合的に考えると､

日本国籍取得者は増加傾向にあるといえる｡

ブラジル日系人の場合には､ ｢デカセギ｣ 現

象が始まって20年を経て､ 静岡県浜松市､ 愛知

県豊橋市､ 群馬県太田市などにおいて集住化や

定住化が進んだ｡ これに対して､ フィリピン日

系人は日本へ移動・就労の本格化は1990年代後

半からで､ 10年近い開きがある｡ それでも､ 在

留資格をみると､ すでに回答者全体の19�5％

(41名) が永住者査証を保有している (表７参
照)｡９ しかし､ これで､ 永住化が進んでいると

はまだ断定できない｡ 日本に10年以上滞在して

いる回答者はまだ全体の５％ (11名) にすぎな

いからである｡

前述の2005年の�����の国内日系人調査で

は､ 定住者査証の保有者は回答者の12�3％ (16

名) にすぎず (河合編�2006：62)､ この４年

のうちに永住権取得者が大幅に増えたことが示

唆される｡ 永住者査証の保有者の割合は､ 50歳
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表６ 年齢別の国籍の分布

年齢(歳)／
国籍

日 本 フィリピン
日本と
フィリピン
(二重国籍)

無回答 計

17－19 1 4 0 0 5

20－29 2 44 2 1 49

30－39 0 37 2 2 41

40－49 0 45 5 2 52

50－59 0 41 4 7 52

60－69 0 8 0 0 8

70かそれ以上 1 1 1 0 3

計 4 180 14 12 210

８ 日本政府は､ 成人について二重国籍を認めていないが､ フィリピン政府は2003年より二重市民権法を施行して､ 海外で帰化したフィリピン人
移民らを対象に二重国籍を認めている (大野�2007：91)｡ このため､ 日本定住のフィリピン日系人の中には､ 日本国籍取得後もフィリピン国
籍 (旅券) を放棄していない者が少数ながらいる｡

９ 筆者が2008年５月22日に面談した浜松市内の行政書士の話では､ 日系人は出身国を問わず､ １年間有効の定住者査証で入国し､ ３年間有効の
同査証を２回更新し､ ７年目で永住者査証をとるパターンが多い｡ 永住者査証の取得には､ ①５年間の日本居住､ ②３年間の納税 (市民税)
証明､ ③３年間の無犯罪証明書 等の提出が必要である｡



代では30�8％､ 60歳代では50％を占める｡

� 渡日の目的
日本への渡日目的を尋ねた設問 (複数回答可)

では､ ｢お金を稼ぐ｣ (165名､ 有効回答者数212

名のうち77�8％)､ ｢日本にいる家族・親戚との

面会､ もしくは一緒に暮らす｣ (99名､ 同46�7

％)､ ｢日本について学ぶ｣ (85名､ 同40�1％)

が上位を占めた｡

これを各項目の年齢別の割合に注目して考察

すると､ 30歳代のみ ｢日本について学ぶ｣ とい

うのが第２位 (51�2％) となり､ ｢日本にいる

家族・親戚との面会､ または一緒に暮らす｣ が

第３位 (34�1％) となる (表８参照)｡
30歳代は､ 1980年代を中心に日系人会がフィ

リピン各地で組織され､ 日本語の ｢フィリピン

日系人 (����������	�

�����)｣ という言葉が､

日本とのつながりを示すアイデンティティ・ラ

ベルとして使われ始めたころに思春期を迎えた

世代である｡ アイデンティティ形成の重要な青

少年期､ 40歳代以上の年代ほどは強い反日感情

は経験していないが､ 日系人間の交流が活発に

なりつつある時期を過ごした｡ このため､ ダバ

オ､ コタバト (ミンダナオ島南部) など各地の

日系人会で役員をするなどして積極的に活動に

関わっている30歳代の三世が多い｡ このような

点を考慮すると､ 他の世代とはやや異なる訪日

目的を有していると考えることは可能であるが､

今後さらなる質的調査が必要である｡

以上のデータを､ 梶田孝道らが1998年に在日

ブラジル人対象に実施した調査結果と比べると､

その違いは鮮明である｡ この二つの調査とも､
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表８ 渡日の目的 (年齢別) (複数回答可)

年齢／目的
お金を
稼ぐため

日本の家族と
の面会や同居

日本について
学ぶ

キャリア
アップ

日本への
好奇心

年齢別
回答者数

10 代 3 2 1 0 0 5

20 代 38 23 15 3 3 50

30 代 30 14 21 5 4 41

40 代 43 20 19 7 7 51

50 代 44 32 24 5 7 52

60以上 6 6 3 2 1 11

計 164 97 83 22 22 210

(注) 年齢を問う設問で未回答だった２名を除く210名の回答者について分類した｡

表７ 年齢別の在留資格分布

査証／年齢(歳) 17－19 20－29 30－39 40－49 50－59 60－69 70－ 計

定 住 者 4 43 30 42 34 4 1 158

永 住 者 0 4 9 8 16 4 0 41

日本人の配偶者等 0 0 1 0 0 0 0 1

日本国籍 1 1 1 0 1 0 2 6

そ の 他 0 0 1 1 1 0 0 3

無 回 答 0 1 0 0 0 0 0 1

計 5 49 42 51 52 8 3 210

(注) ｢日本国籍｣ との回答者のうち､ 17�19歳､ 50歳代､ 70歳代の各１名は､ フィリピン国籍も有する二重国籍者｡



それぞれの日系人の日本への ｢還流｣ 現象が本

格化した約10年後に行われており､10 比較が可

能と思われる｡ 梶田らの調査によると､ ｢デカ

セギ (本調査では､ ｢お金を稼ぐ｣ の項目に該

当)｣ 目的 (複数回答可) が回答者の83％と圧

倒的に多く､ ｢家族再結合｣ (｢日本にいる家族・

親戚に会う､ または一緒に暮らす｣) は5�6％､

｢日本をみるため (｢日本について学ぶ｣)｣ は

17�6％と､ 割合がかなり低かった (梶田ら�

2005：263)｡

ブラジル・フィリピン日系人ともに就労目的

で渡日した者が大半だが､ フィリピン日系人に

おいては､ ｢家族との再会・同居｣､ ｢日本につ

いて学ぶ｣ などの非経済的理由の回答比率も相

対的に高い｡ この背景には､ 家族・親族間の結

束が極めて強いフィリピン社会の特質､ さらに

は日本が始めた戦争と敗戦で家族離散の辛苦を

味わった特異な歴史的事情がある｡ 日本軍との

戦闘がなかったブラジルの場合には､ 戦後も日

本人移民の受け入れが行われ､ 日本人・日系人

移民社会は膨張し続けた｡

百数十万人という世界最大の在外日系人社会

が存在するブラジルとは事情が異なり､ 戦前期

にダバオに形成された日本人町は現在､ 日本人

墓地などを除けば痕跡はほとんどない｡ このた

め､ フィリピン日系人にとっての渡日とは､

｢想像上の祖国 (�������	
������	)｣ を実際

に体験し､ 自分のルーツを再確認する機会でも

あるようだ｡

� 就労と移動
南米出身日系人に関しては就労斡旋組織を通

じて渡日するプロセスが一般的となっているが､

フィリピン日系人の場合には現地の日系人会や

それと強いつながりを持つ日本の企業団体を介

しての渡日・就労が多い｡ ルソン島北部に研修

所を持つ ｢フィリピン日系人互助財団

(

���������������������������	�����) (事

務所・マニラ市)､ ダバオとその周辺の日系人

で組織する ｢フィリピン日系人会 (

��������

�������������)｣ (同・ダバオ市) などは､ 日

系人証明の手続き､ 査証手続きなど､ 会員の日

本での就労実現に向けて支援活動を展開してい

る｡ しかし､ 日本ではフィリピン日系人の組織

化が進んでいないため､ 来日後の日系人会ネッ

トワークはほとんど機能していない｡

また､ 同時期に同じ日系人会を通じて来日し

たとしても､ 就労先が同じであるとは限らない｡

例えば､ １カ月違いで来日した３姉妹のうち､

１人は愛知県に､ ２人は広島県に派遣されたと

いった話も珍しくない｡11 在比の日系人会など

の互助組織と一族の血縁を通して日本での就労

機会を得ている日系人が多いが､ 渡日後の就労

はブラジル日系人同様､ ｢市場媒介｣ 的 (梶田

ら�2005：93) であり､ 企業の労働力需要によっ

て移動や定住先が決定されている｡

日本での職種を尋ねた設問では､ 回答者212

名のうち85�8％ (182名) が ｢工場労働者｣ と

答え､ 圧倒的に多い (表９参照)｡ また､ 雇用
契約についての設問では､ ｢契約なし｣ が29�7

％ (63名) と最も多く､ 次いで ｢１年未満の契

約｣ (27�8％､ 59名)､ ｢６カ月未満の契約｣ (5�2

％､ 11名) という短期雇用の回答が続く｡ ｢終

身雇用｣ と答えた者は11�8％ (25名) にすぎな

い｡

入管法の改正によって､ 日系人は日本に ｢帰

還｣ ｢還流｣ した表現されることが多い｡ 国家

レベルでは ｢帰還現象｣ と呼べようが､ 越境移

動者の視点からみると ｢帰国｣ という感覚は希

薄であるといえる｡ 祖先が後にした日本と現在

の日本との経済社会構造の差異に加え､ 移動者

自体が日本で生まれ・育ったわけではない外国

籍の日本人・日系人である｡ さらに､ ｢還流｣

した日本における就労先はほとんどの場合､ 祖

先の出身地ではない｡

本調査回答者の祖先にあたる日本人移民 (一

世) の出身地は､ ①福岡県 (34名)､ ①広島県

(34名)､ ③福島県 (22名) の順であるのに対し､

彼らの就労先は､ ①愛知県 (70名)､ ②福島県

と香川県 (各50名) となっている (表10参照)｡
このうち､ 自分の祖先 (一世) の出身県で就労

している日系人は３名のみで､ 大多数は父祖の

出身地への ｢帰郷｣ ではない｡

ブラジルやペルー出身日系人と同様､ 工場労
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10 ブラジル日系人の ｢デカセギ現象｣ は1990年の改定入管法施行とほぼ同時に本格化したとされるが､ フィリピン日系人の場合は10年ほど遅く､
1990年代末から顕在化する｡

11 2009年１月に愛知県豊橋市で行ったフィールド調査での聞き取りにもとづく｡



働者として働くフィリピン日系人の就労は愛知

県が多い｡ ところが､ フィリピン日系人が多数､

就労している福島・香川両県は､ 南米出身者の

就労先の上位10県にも入っていない (入管協会�

2008：61‒62)｡ この理由は､ ダバオのフィリピ

ン日系人会 (����) との結びつきが強く､ 同

会のルートで多数の日系人を雇用している企業

団体 ｢日本フィリピン企業協議会 (����)｣ が

福島県に拠点を置いていること､ また香川県に

は����の会員企業があり､ 積極的に日系人を

雇用しているためである｡ 福島県は戦前期､ ダ

バオに多数の移民を送り出し､ 福島県人会を組

織していた｡ このため､ フィリピンからの引揚

者が多く､ 個人的なレベルでフィリピン残留の

日系二世らと交流を維持し､ そのネットワーク

を通じて就労しているケースも少なくない｡ 同

県には､ 約15年も前からフィリピン日系人を雇っ

ている企業もある｡12

日本人移民一世の在日親族とのコンタクトの

有無については､ ｢ある｣ と答えた回答者が全

体の33％ (69名) を占めた｡ 本調査では､ 親族

との接触や交流の内実までは調べられなかった｡

今後､ 日比間の親族ネットワークや日本人引揚

者・残留日系人間のネットワークと日系人の日
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表９ 日本における職種

表10 日本における就労地 (県別)

12 2009年12月24日､ 高野敏子 (���	�事務局長) への電話インタビューに基づく｡ ���	�による2005年の日本在留フィリピン日系人調査では､
回答者130人のうち36
9％が東北地方に居住していた (河合編�2006：59)｡



本での就労の相関性についての研究も必要であ

る｡

日系人の日本への越境現象は ｢還流｣ や ｢帰

還｣ とはいえ､ 日系人本人にとっては見知らぬ

国への移動であるとともに､ ｢市場媒介｣ 的な

移動によって移住先・就労先は移動者の意志と

関わりなく決定されている｡ このため､ 日本人

移民一世がフィリピンに移住した際のように､

地縁・血縁ネットワークが維持される機会は少

ないうえ､ 在日フィリピン日系人の会がまだ十

分に組織されていないことから､ 集住地域にお

ける日系人ネットワークもまだ顕著な発展を見

せていない｡

また､ フィリピン日系人と同行のその家族は､

｢定住者｣ や ｢永住者｣ などの長期の在留資格

を保有していることから､ エンターテイナーを

はじめとする非日系のフィリピン人出稼ぎ労働

者とは異なり､ 不法滞在者となるケースはほと

んどなく､ 法的地位においては安定している｡

相互扶助のネットワークを形成するのが困難な

移動や居住・就労状況に置かれていることもあ

るが､ その必然性も今のところは乏しいようで

ある｡ 有力な在日日系人組織の不在は､ フィリ

ピンにおける日系人会への登録が移動者にとっ

ては日本への就労手段となっている実情を示唆

するものである｡

また､ 子どもを日本に連れて来ているケース

は､ 子どもがいる回答者 (158名) の34�8％ (55

名) を占めるが､ このうち親子が日本とフィリ

ピンに分かれて暮らしているケースが約半数
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表11 フィリピンで暮らす各親族の数の累計

表12 日本で暮らす各親族の数の累計



(26名) を占める｡ 多くの場合､ 三世夫婦が日

本で共働きをし､ フィリピンで彼らから仕送り

を受け取る祖父母 (二世) が自宅で孫 (四世)

の世話をするという､ 三世代家族の ｢中抜き現

象｣ が顕著なことが､ 両国で暮らす各親族数の

累計からうかがえる (表11と表12参照)｡
子どもを日本に連れて来ている回答者の特徴

として３点が挙げられる｡ 第一に､ そのうちの

70％強が５年間以上､ 日本に滞在しており､ 滞

在が長期化している間に子どもを日本に呼び寄

せるケースが多い｡ 第二に､ その半数近くが３

世の50歳代であり､ フィリピンで就学を終えた

子ども自身が親と一緒に日本で働いている可能

性が高い｡ ブラジル日系人の家族に多く見られ

るように､ 子どもを日本の学校に通わせて育て

ているケースは少ない｡

第三に､ ｢世代格上げ｣ の割合が高いことで

ある｡ ｢世代格上げ｣ の日系人は回答者全体の

31％を占めたが､ その子どもも日本に滞在して

いる日系人の場合は､ その割合が45％と高くな

る｡ つまり､ 本来ならば定住者査証の付与対象

にならない四世が ｢格上げ三世｣ として日本で

就労しているケースが少なくないのである｡

一方､ 子どもを日本に連れて来ていない回答

者 103名の中で､ ｢将来は日本に連れて来たい｣

と思っている回答者の割合は87�4％ (90名) と

非常に高く､ その理由としては ｢日本での就労｣

(29名)､ ｢家族再会｣ (20名) が上位二つを占め､

他に ｢日本での暮らしを経験する｣ (10名)､

｢休暇で訪れる｣ (５名)､ ｢子どもの教育｣ (４

名) が挙げられた｡ それに対し､ 日本に連れて

来たくない者の理由としては､ 高い生活費や言

語・文化の違いなどから ｢日本での生活が困難｣

(４名) との回答があった｡

日本のブラジル日系人社会の場合､ 日本滞在

の長期化・定住化に伴って子どもの就学が､ エ

スニック・コミュニティや地域社会において大

きな問題となっている｡ これに対し､ フィリピ

ン日系人の場合には日本で子どもとの同居家族

の数が限定的なことから､ まだ大きな問題に直

面していないようである｡ 彼らの子どもの同伴

定住がそれほど進んでいない理由としては､ ①

日本への ｢還流現象｣ が始まってから約10年と

期間が浅く､ まだ定住化傾向が顕著ではない段

階にあること､ ②ブラジルと比べてはるかに日

本と地理的に近いフィリピンとの間の移動が容

易なこと､ ③子どもの教育に費用や手間がかか

るなどから､ 人材派遣会社が子どもを日本に同

行しないよう指導していること―などが考えら

れる｡ また､ フィリピン日系人は日本を次世代

の ｢就職先｣ としてみる傾向が強く､ 四世がフィ

リピンでの就学を終えてから､ 世代の ｢格上げ｣

によって定住者査証を取得させて日本に呼び寄

せているケースが多いという事情もある｡

� 渡日をはさむアイデンティティの変化
本調査は､ 越境移動を通じて､ フィリピン日

系人のアイデンティティ (帰属意識) がどのよ

うに変化し､ またその変化が日本での就労や生

活にどのような影響を与えているのかを明らか

にすることが主要目的の一つだった｡

アメリカの日系人の場合､ 世代・年代・社会

的経験が比較的に一致するため､ 世代別にアイ

デンティティや社会的同化などを研究すること

が多い (�������1991	
����
����2002)｡ しか

し､ 本調査では研究対象の日系人は戦後生まれ

が圧倒的多数を占めること､ 三世・四世に関し

ては年齢的に明確な世代の区分が困難であるこ

となどから､ 年齢を基礎変数に据えて､ 彼らの

アイデンティティ分析を試みた｡ 本節では､ 主

に年齢別のクロス集計を行いながら､ 年代間の

アイデンティティの相違にも着目する｡

国籍上ではフィリピン人だが､ ｢日系人｣ と

いう法的立場を活用して日本で就労するフィリ

ピン日系人はどのように自分自身をみているの

だろうか｡ 本調査では､ ｢あなたは自分自身を

何人と見ていたか (見ているか)｣ という質問

を設け､ ｢フィリピン人 (�����������������)｣

｢ 日 本 人 (��������������) ｣ ｢ 日 系 人

(����������������������������)｣ のそれぞれ

の項目へのスケール調査を行った｡ この設問は､

来日前の ｢フィリピン居住時期｣ と調査実施時

の ｢日本居住時期｣ の両方の時期について答え

てもらい､ フィリピンから日本へ移動を通じて

アイデンティティがどのように変化したのかを

探った｡

まず､ フィリピン人意識に関しては､ フィリ

ピン滞在時に ｢フィリピン人｣ との自己意識を

｢強く感じる｣ ｢やや強く感じる｣ と回答した者

の合計は､ 全体 (無回答者を含む) の74％を占
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めたが､ 日本に移動後は両者の合計は69％だっ

た (表13､ 表14参照)｡ これを年齢別に見ると､
20歳代と30歳代は渡日後にフィリピン人として

｢強く感じる｣ と回答した者が若干増えたが､

40歳代は逆に ｢強く感じる｣ と答えた人が減っ

た｡ しかし､ ｢やや強く感じる｣ と回答した人

数に注目すると､ 20・30歳代は減るのに対し､

40・50歳代はやや増加傾向にあった (表15､ 表
16参照)｡
一方､ 多くの日系人に内在する ｢日本人｣ 意

識はどのように変化したのか｡ 全体的に見ると､

渡日後に日本人として ｢強く感じる｣・｢やや強

く感じる｣ との答えの合計は､ 全体 (無回答者

を含む) の27�1％と､ 渡日前の24�3％から微増
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表13 フィリピン滞在時のフィリピン人意識 表14 日本滞在時 (現在) のフィリピン人意識

表15 年齢別にみたフィリピン滞在時の ｢フィリピン人｣ 意識

年齢(歳)／意識 全く感じない あまり感じない どちらでもない やや強く感じる 強く感じる 無回答

17－19 0 0 1 0 3 1

20－29 0 0 2 13 26 9

30－39 0 2 2 18 16 3

40－49 1 0 2 7 30 11

50－59 0 2 2 10 24 14

60－69 0 0 0 1 4 3

70－ 0 0 0 1 1 1

計 1 4 9 50 104 42

表16 年齢別にみた日本滞在時 (調査時) の ｢フィリピン人｣ 意識

年齢(歳)／意識 全く感じない あまり感じない どちらでもない やや強く感じる 強く感じる 無回答

17－19 0 0 0 2 2 1

20－29 4 0 1 4 29 12

30－39 0 0 2 12 23 4

40－49 0 0 2 9 22 18

50－59 2 0 2 13 22 13

60－69 0 0 2 2 4 0

70－ 0 1 0 1 0 1

計 6 1 9 43 102 49



にとどまったが､ ｢強く感じる｣ との回答は7�1

％から12�9％に大幅に上昇し､ 日本人意識が強

化されたことを示す (表17､ 表18参照)｡ 特に
30歳代と40歳代でこの傾向が顕著だった (表19､

表20参照)｡13

また､ フィリピンの日系人社会で近年広がっ

た言葉である ｢日系人｣ という自己意識につい

ての設問では､ ｢強く感じる｣ ｢やや強く感じる｣

九州大学アジア総合政策センター【紀要】第４号

研究論文３

48

表19 年齢別にみたフィリピン滞在時の ｢日本人｣ 意識

表20 年齢別にみた日本滞在時 (調査時) の ｢日本人｣ 意識

表17 フィリピン滞在時の ｢日本人｣ 意識 表18 日本滞在時 (現在) の ｢日本人｣ 意識

13 �����による2005年の日本在留フィリピン日系人の調査 (２～４世の130名回答) では､ 日本において ｢日本人と自覚｣ が20％､ ｢フィリピ
ン人と自覚｣ が55�4％だった｡ 他に ｢日本人､ フィリピン人でもない｣ (4�6％) との回答もあり (河合編�2006：82‒83)､ 本調査とは回答肢が
異なるため､ 単純比較はできない｡

年齢(歳)／意識 全く感じない あまり感じない どちらでもない やや強く感じる 強く感じる 無回答

17－19 2 0 1 1 0 1

20－29 3 4 6 9 4 24

30－39 2 7 6 9 3 14

40－49 2 4 10 11 2 22

50－59 0 5 14 4 4 25

60－69 0 0 1 1 2 4

70－ 0 0 1 1 0 1

計 9 20 39 36 15 91

年齢(歳)／意識 全く感じない あまり感じない どちらでもない やや強く感じる 強く感じる 無回答

17－19 0 0 1 3 0 1

20－29 5 6 11 7 5 16

30－39 4 8 8 4 9 8

40－49 1 1 11 7 8 24

50－59 1 5 6 7 3 30

60－69 0 1 0 2 0 5

70－ 0 0 0 0 2 1

計 11 21 36 30 27 85

���



との答えの合計は､ 年齢別有効回答者の70�5％

から76�2％に増え､ 中でも ｢強く感じる｣ と答

えた回答者は､ 40�5％から48�1％に上昇した

(表21､ 表22参照)｡
年齢別では､ 渡日後､ ｢日系人｣ という意識

を強める傾向が全年代にわたって見られた (表
23､ 表24参照)｡ 回答者の大多数は来日前から

｢日系人｣ という意識は多少なりとも保有して

いたが､ 日本で暮らすようになってから､ 全般

にその意識は強化されたと言える｡

以上の意識調査は､ 調査対象者によっては設

問の意図がやや理解しづらいものであったよう

で､ 他の設問に比べて無回答の割合が高かった｡

有効回答分を見ると､ 全世代・全年代を通して
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表21 フィリピン滞在時の ｢日系人｣ 意識 表22 日本滞在時 (現在) の ｢日系人｣ 意識

表23 年齢別にみたフィリピン滞在時の ｢日系人｣ 意識

表24 年齢別にみた日本滞在時 (調査時) の ｢日系人｣ 意識

年齢(歳)／意識 全く感じない あまり感じない どちらでもない やや強く感じる 強く感じる 無回答

17－19 1 0 0 1 3 0

20－29 1 0 1 17 17 14

30－39 2 1 1 17 15 5

40－49 1 1 2 15 21 11

50－59 1 0 3 12 24 12

60－69 0 0 0 1 3 4

70－ 0 0 0 0 2 1

計 6 2 7 63 85 47

年齢(歳)／意識 全く感じない あまり感じない どちらでもない やや強く感じる 強く感じる 無回答

17－19 0 0 0 3 2 0

20－29 2 0 2 15 19 12

30－39 1 2 1 13 22 2

40－49 1 0 1 14 24 11

50－59 0 0 0 14 26 12

60－69 0 0 0 0 6 2

70－ 0 0 0 0 2 1

計 4 2 4 59 101 40



大多数が来日前から ｢フィリピン人｣ という意

識を保持しており､ 全般には渡日後に顕著な変

化は見られなかった｡ 一方､ ｢日本人｣ や ｢日

系人｣ という意識はほぼ全世代において､ ｢強

く感じる｣ 者が来日後､ 増える傾向にあること

がわかった｡

この傾向は､ 筆者の大野が2002年にダバオ市

などで実施した日系二世・三世対象の質問表調

査の結果とはやや異なる｡ 2002年調査では､ そ

の15年前に用いた調査票を用いて同一の人物に

対して同一の質問をしたが､ 日本で就労・居住

体験のある二世・三世の方が､ 日本居住経験の

ない者よりもフィリピン人としての自覚を強め

る傾向が見出された (�����2005�275‒84)｡14

2002年調査はサンプル数が12と少数のうえ､ 当

時は日本定住の四世は今よりずっと少数だった｡

日系人宿舎で固まって住むケースが増えた今回

の調査とは職場・居住環境も異なる｡ 今後､ 個

別事例をより詳細に見て､ 異なった背景を分析

したい｡

参与観察によるブラジル日系人のフィールド

ワーク調査では､ 彼 (女) らはブラジルから日

本への移動に伴って､ 彼らのエスニック・アイ

デンティティが ｢日本人｣ から ｢ブラジル人｣

へと変化すると同時に､ 彼らのエスニック・マ

イノリティとしての地位がブラジルでの ｢肯定

的｣ なものから日本で ｢否定的｣ なものに変化

する､ とされている (���	
�2003：104)｡ と

ころが､ 今回のフィリピン日系人の調査では､

日本で生活をする中で ｢日本人｣ という自覚を

強化した者が少なからずいた｡ また､ 調査時点

で､ ｢日系人意識｣ の持ち主 (｢強く感じる｣ と

｢やや強く感じる｣ という回答者) が年齢別回

答者全体の76�2％ (159名) を占め､ ｢フィリピ

ン人｣ 意識の持ち主 (同上の回答者) の69�0％

(145名) よりも割合が高かった｡

来日後は ｢日系人｣ としての意識が強化され

たことに加え､ 日本で ｢民族的な差別｣ を経験

した回答者が全体の8�0％ (17名) とそう多く

はなく､ 日本におけるエスニックな地位形成や

その認識もブラジル日系人とは異なるものであ

ることが示唆された｡ この点は､ 質的調査など

でさらなる探究が必要であるが､ 日比両国にルー

ツを持ち､ 移動を続けることによるトランスナ

ショナルな意識の強化が垣間見える結果となっ

た｡

� 日系人にとっての ｢祖国｣
トランスナショナルな移動者を研究対象とす

る移民・ディアスポラ研究においては､ 移動者

の ｢ホームランド (祖国)｣ の所在が大きな意

味を持つ｡ ｢ホームランド｣ の存在は移動先・

移住先社会においてマイノリティとなった人々

の結束を強め､ そして彼らの子孫にも ｢ホーム

ランド｣ の歴史と経験は語り継がれていく｡

本調査では､ ｢あなたにとって､ ホームラン

ド (���
�
�	) はどこか｣ という問いをたて

ることによって､ 前述の意識調査とは異なった
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表25 年齢別の ｢ホームランド｣ の分布

年齢(歳)／祖国 日 本 フィリピン 日本とフィリピン わからない 無回答 計

17－19 0 2 2 0 1 5

20－29 3 29 12 0 6 50

30－39 2 25 13 0 1 41

40－49 2 33 15 1 0 51

50－59 3 24 20 0 5 52

60以上 1 5 5 1 0 11

計 11 118 67 1 13 210

14 大野の2002年９月の調査は､ 1987年７月に日系人集住地域であるダバオ市カリナン地区で質問票調査を実施した者の中から､ 二世８人､ 三世
４人を探し出し､ 同じ質問票の設問について答えてもらったものである｡ 日本就労・定住を経て ｢フィリピン人｣ としての自覚を強めた背景
には､ 日本国籍 ｢回復｣ 後も他の日本人より賃金を低く据え置かれたり (二世男性)､ ｢じゃぱゆきさん｣ 視される (三世女性) など､ 日本で
差別されたり､ 蔑視された体験があった (�����2005�275‒84)｡



観点から彼らの帰属意識を考察した｡ その結果､

｢フィリピン｣ と答えた回答者は全体の56�2％

(118名) と過半数であったが､ 31�9％ (67名)

が ｢日本とフィリピンの両国｣ と回答した｡ 全

世代においてフィリピンを ｢祖国｣ と思う割合

が高いが､ 50歳代では ｢日本｣ や ｢両国｣ と答

えた回答者数の合計 (23名) と ｢フィリピン｣

と答えた回答者 (24名) はほぼ同数であった

(表25参照)｡
日系人意識同様､ ｢ホームランド｣ の所在も

日比両国にまたがって認識する日系人が回答者

全体の約三分の一を占める結果は､ ｢ホームラ

ンド｣ を移住者の出身国という前提でとらえて

きた過去の移民・ディアスポラ研究に見直しを

迫るものと言える｡ ｢ホームランド｣ の所在は

決して不変的なものではなく､ トランスナショ

ナルな移動によって両国にまたがる可能性を本

調査結果は示している｡

� 今後の日本滞在希望
今後の日本における滞在希望期間に関する設

問では､ 回答者の42�9％ (90名) が ｢永住｣ を

希望しており､ 60歳代までの全年代において最

も多かった｡ ｢10年以上｣ の滞在希望者も含め

ると66�2％ (139名) となり､ 定住・永住志向

の強さが判明した｡ 期間が３年かそれ未満とい

う短期滞在の希望は全体の11�9％ (25名) にす

ぎなかった｡

回答数の多い20歳代から50歳代を年齢別にみ

ると､ ｢永住｣ 希望者は働き盛りの30歳代が

53�7％と最も割合が高く､ 40歳代が37�3％と最

も低かった (表26参照)｡ �����の2005年の日

本在留日系人調査では､ 回答者 (２～４世の

130名) の1�5％だけが ｢永住｣ を希望､ ｢10年

以上｣ の滞在希望も10％にすぎず (河合編�

2006：86‒87)､ 日本での定住・永住志向がその

後､ 強まっていることが､ 今回の調査結果で示

唆された｡ 永住権取得志向の背景には､ 日本政

府部内で検討されている日系人受け入れ施策見

直しの動きがある｡15

日系人の大多数が長期の日本滞在を希望する

背景には､ 世界同時不況以降の長引く景気低迷

に加え､ フィリピンでの雇用・治安などの状況

が日本よりも劣悪な事情もある｡ 日系人として

安定的な法的地位を保持できる日本を定住・永

住地として選択しているようである｡ 筆者たち

の2009年１月の豊橋市周辺で調査では､ 不況の

影響に伴う工場の減産で失業中の日系人もいた

が､ 家族・親族の中で稼いでいる者の借家に居

候したり､ 一部の家族を日本に残して一時帰国

している人もいた｡ つまり､ 職を確保している

者が日本に残ることで就労の拠点を維持し､ 景

気と雇用事情の好転を待つ家族戦略がうかがえ

た｡16
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表26 希望する今後の日本滞在期間 (年齢別)

年齢／期間 １年未満 ２－３年 ４－５年 ５－10年 10年以上 永 住 無回答 計

17－19 0 1 0 1 0 3 0 5

20－29 1 7 2 7 10 21 2 50

30－39 1 4 2 1 11 22 0 41

40－49 0 6 5 7 11 19 3 51

50－59 1 3 4 5 12 21 6 52

60－69 0 0 0 0 4 4 0 8

70以上 1 0 1 0 1 0 0 3

合 計 4 21 14 21 49 90 11 210

15 例えば､ 法務省の外国人受け入れ施策のプロジェクトチームは2006年５月､ ｢定住者｣ として日系人を大量に受け入れてきた現行制度を抜本
的に改める試案をまとめている｡ 血縁関係を理由とした新たな受け入れはせず､ 日本在留日系人も日本語能力などが欠けている場合は在留資
格を更新しないなどの内容が盛り込まれた (『朝日新聞』 朝刊�2006)｡

16 2009年１月に愛知県豊橋市で実施したフィールドワークでの聞き取りに基づく｡



� 日本語能力
しかし､ 日系人たちの日本社会への統合が今

後､ 順調に進むかどうかは疑問の余地がある｡

日本語能力を尋ねた設問では､ 表27が示すよう
に､ 日本語が一般の ｢日本人並み｣ か ｢流暢に

話せる｣ との回答者は全体の3�8％にすぎない｡

｢ほとんど話せない｣ が最も多く､ 48�6％ (102

名) を占めている｡

派遣会社に提供された宿舎と職場の往復で日々

の大半の時間を費やしている日系人が多く､ 地

域社会と交流したり､ 日本語を学習する時間や

余裕がないこと､ またフィリピンで学習した英

語を程度の差はあれ話せるために､ 日本での日

常生活に大きな不自由をきたしていないことな

どが､ 日本語上達の遅れを招いている要因と考

えられる｡

４. まとめ
本稿では､ 質問表調査結果をもとに日本各地

で暮らすフィリピン日系人の生活及び就労実態・

市民権・アイデンティティなどについて考察し

た｡ ここでは､ 本来ならば定住者資格がない成

人の四世が ｢世代格上げ｣ によって法的三世と

して渡日しているケースが増える一方､ 日本国

籍取得者も増加傾向にあり､ 日本における就労

の機会を次世代につなげようとする活動が日系

人社会に広範に広がっている実情を初めて明ら

かした｡ また､ 永住者査証の取得者が増え､ 日

本での滞在長期化や定住化が進んでいる現状も

わかった｡

彼らの集住化は一部の日系人宿舎などで見ら

れるが､ ブラジル日系人のような ｢エスニック・

コミュニティ｣ の形成まではいたっていない｡

今後は世代格上げなどによって日本での就業機

会を次世代に拡大したり､ 永住権､ 労働権といっ

た市民権を確保することで､ 距離的に近い日比

間を往来し続ける可能性がある｡

日本移動後のアイデンティティの変化に関し

ては､ 大多数が ｢フィリピン人｣ 意識を保持し

ているものの､ ｢日本人｣ や ｢日系人｣ という

意識を ｢強く感じる｣ と回答した者が増える傾

向が見られた｡ 南米出身の日系人においては日

本における差別によって日系人が ｢ブラジル｣

人を強める傾向が報告されており､ 本調査結果

はフィリピン日系人のアイデンティティ変遷の

特異性が示唆される｡ 回答者数が限定的なこと

から､ さらなる調査が必要だが､ この考察にあ

たっては､ フィリピン日系人のトランスナショ

ナルな二重の立場―戦後の家族離散など負の歴

史的遺産､ 現在における日比間の移動・労働権

の享受―の理解が重要であろう｡

彼らは戦後のフィリピン社会で ｢敵性民族の

末裔｣ として社会的・経済的転落を味わったが､

同国における近年の対日イメージの好転と日本

からの出稼ぎマネーなどによる経済的地位上昇

に伴って､ 社会の主流メンバーとして受け入れ

られるようになった｡ 一方､ 日本では在留外国

人の中で法的に優位な立場にあるものの､ 大半

が工場労働に明け暮れて地域社会と接触の機会

は乏しく､ また不十分な日本語能力しか身につ
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表27 日本語能力 (年齢別)

年齢／能力
全く話せ
ない

ほとんど
話せない

かたこと
で話せる

日常会話
程度

流暢に話
せる

ネイティブ
(日本人)並

無回答 計

17－19 0 3 1 0 0 0 1 5

20－29 0 22 8 10 0 1 9 50

30－39 0 15 10 11 1 1 3 41

40－49 0 30 8 6 1 2 4 51

50－59 1 24 15 4 1 0 7 52

60－69 0 6 0 2 0 0 0 8

70－ 0 2 0 0 1 0 0 3

計 1 102 42 33 4 4 24 210



けていないなど､ 日本社会への統合にはまだ程

遠いのが実情である｡ それでも ｢二つの祖国｣

という意識の持ち主が回答者の３割強もいたの

は､ 日比両国で不安定な雇用状況に置かれ､ ディ

アスポラ的アイデンティティを持たせざるを得

ない現状の反映と考えられる｡ それはまた､ 日

比両国にまたがる一家の生活の不足面を越境定

住という手段によって補完し､ 父祖の国での就

業機会を次世代に伝えて社会的・経済的上昇へ

の担保を図る家族戦略が生み出した未来志向の

｢ダブル・アイデンティティ｣ と捉えることも

可能であろう｡

とはいえ､ ダブル・アイデンティティの両義

性は日本での実生活においてはそう明確ではな

く､ 大多数のフィリピン日系人は言語文化生活

面においては ｢フィリピン人｣ であり､ 日本社

会の中で孤立傾向にあるのも事実である｡ それ

は､ 大量の日系人を ｢労働力｣ として受け入れ､

社会統合プログラムを用意しなかった日本政府

の貧困な移民政策の結果でもある｡ すでに ｢日

本国民｣ になったり､ ｢日本国民｣ になりつつ

あるフィリピン日系人らの市民権やアイデンティ

ティの実態を直視し､ 日本語講習をはじめとし

た包括的な生活支援策が急務といえる｡

筆者は今後､ 本調査で得られたデータの基礎

変数を多様化するなどして､ さらなる分析を進

めるともとに､ 質的調査も継続し､ フィリピン

日系人のアイデンティティなどについてより深

い考察を進めたい｡
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英男会長) には質問票配布でご協力頂いた｡ 豊橋
市周辺での調査には研究協力者の林英一氏 (慶応
義塾大学大学院生) が加わり､ 質問票の配布・回
収などにあたって頂いた｡ 調査に快く応じて下さっ
たフィリピン日系人の方々に対するともに､ 厚く

お礼を申し上げたい｡
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